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第 2 章  環 境 行 政 の 概 況 

 

１ 組  織 

 

(1) 環境保全行政機構及び所掌事務 

 

  

（令和7年4月1日現在）

◆　所掌事務

　(１)　環境行政の総合企画及び総合調整に関すること。
(２)　エネルギー施策の総合調整に関すること。

(３)　環境保全に関する知識の普及向上に関すること。

(４)　地球温暖化対策の調整に関すること。

(５)　環境審議会に関すること。

(６)　鳥獣保護及び有害鳥獣の捕獲に関すること。

(７)　生物多様性に関すること。

(８)　鉱害の調査及び復旧事業に関すること。

(９)　環境監視センターに関すること。

(１)　環境の状況の把握に必要な監視及び測定に関すること。

(２)　公害対策の調整に関すること。

(３)　公害に係る苦情等の相談及び処理に関すること。

(４)　公害防止施設の設置又は改善の指導に関すること。
(５)　大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、悪臭防
　　止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置
　　法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び福
　　島県生活環境の保全等に関する条例及びいわき市公害防止条
　　例の施行に関すること。

　

(６)　環境基本法（平成５年法律第91号）による騒音に係る環境基準
　　の地域類型の指定に関すること。

生活環境部（139人）

環 境 企 画 係
環 境 保 全 係

環 境 企 画 課

（11人）

環境監視センター

（13人）
水 環 境 係
大気環境係

資源循環推進課

廃棄物対策課

経営企画課

下水道事業課

清掃管理事務所

生活排水対策室

北部下水道管理事務所

南部下水道管理事務所
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(2) 環境保全関係経費 

                                      （単位 千円） 

年 度 
環境保全対策費 

決算額（Ａ） 
市一般会計決算額（Ｂ） Ａ／Ｂ（％） 

令和 2 年度 289,900 192,147,475 0.15 

令和 3 年度 288,847 163,654,091 0.18 

令和 4 年度 285,579 155,216,443 0.18 

令和 5 年度 334,944 161,601,299 0.21 

令和 6 年度 362,512 155,415,603 0.23 

 

(3) 環境監視センター 

環境監視センターは、本市の環境行政における技術的分野の中核を担う機関であり、主に

「大気汚染防止法」等の各種環境関連法令に定める各種届出の受理、公害苦情などの相談及

び処理、環境状況の把握に必要な監視測定、工場などへの立入検査等、改善・指導等に関す

る業務を担当しています。 

 

◆ 名 称    いわき市環境監視センター 

◆ 所在地    福島県いわき市小名浜大原字六反田 22番地 

◆ 設置年月日  昭和 47年 1月 1日 

◆ 敷地面積   3,770m２ 

 ◆ 建物面積   延べ 1,208m２ 

 

  



第 2 章 環境行政の概況 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 環境基本条例 

 

本市は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来における市民

の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に、「健全で恵み豊かな環境の確保と将来

への継承」、「人と自然との共生」、「持続的な発展が可能な社会の構築」、「市・事業者・

市民の適正な役割分担」などの基本的な考え方を示すため、「いわき市環境基本条例（平成 9

年いわき市条例第 4 号）」を制定しています。 
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3 環境基本計画 

 

 本市は、「いわき市環境基本条例」に基づき、いわきの健全で恵み豊かな環境を将来にわた

って維持・保全していくため、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に進め、市民の 

健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として、平成 11 年 3 月に「いわき市環境基本

計画」を策定しました。以降、数次の改定を経て、令和 3 年 3 月には「いわき市環境基本計画

（第三次）」を策定しました。 

本計画では、本市が目指していく環境都市像である「人と自然が共生するまち 循環都市 

いわき」を実現するため、「低炭素、循環、共生、安全・快適」の４つの環境分野別に基本 

目標を設定し、加えて、この４つの基本目標と相互に関連しあう基本目標の１つとして、  

市民・事業者及び市などの各主体が適正な役割分担の下、お互いに連携・協力しながら自主的

かつ積極的に環境保全に取組むため、「支える仕組み」を新たに設定し、施策の展開にあたっ

ては、市民、事業者及び市の各主体があらゆる活動・場面において、環境の保全を優先的に 

考え、常に環境の状態を把握し、また、環境への影響を予測・評価しながら行動する、「環境

優先」と「環境管理」の二つの考え方による環境保全を目指しています。 
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4 公害防止条例 

 

本市は、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的に、市、事業者及び市民の 

公害防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する施策の基本事項を定める

ため、「いわき市公害防止条例（昭和 46 年いわき市条例第 41 号）」を制定しています。 

 

5 公害防止協定 

 

本市は、工場が集中している地域や大規模工場が立地している地域など地域特性に応じた幅広

い観点から環境に配慮するため、「いわき市公害防止条例」に基づき、令和 7 年 4 月 1 日現在に

おいて 35 事業者と公害防止協定を締結し、環境保全に努めています（公害防止協定締結基準に

ついては資料編を参照）。 

 

表２－５－１ 公害防止協定締結工場等一覧 
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また、農薬等の使用量が極めて多いゴルフ場とは、令和 7年 4月 1 日現在において 7 事業者と

農薬の適正使用などに係る環境保全協定を締結し、環境保全に努めています。 

 

表２－５－２ 環境保全協定締結ゴルフ場一覧 

 

 

 

 

 

 

 


